
 

 

上級試験 論文試験 

【小・中学校事務、警察事務】 

 

 

 令和５年４月に、全てのこどもの権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ること

ができる社会の実現を目指すことなどが盛り込まれた「こども基本法」が施行された。また、社

会全体でこどもの成長を後押しするため、内閣府の外局として「こども家庭庁」が設置された。 

 そこで、次の２点についてあなたの考えを９００字以上１，１００字以内で論じなさい。 

 

１ 全てのこどもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会とはどのような社会だ

と考えるか。 

２ そのような社会を実現するために行政はどのようなことに取り組んだらよいと考えるか。 


